
広く市民の方がご利用できる施設（居宅訪問型保育事業）

※居宅訪問型保育事業とは、保育を必要とする乳幼児等の自宅において、保育を行う事業です。 令和７年６月１６日現在

№ ①施設名 ②マッチングサイト ③証明書交付年月日
④令和６年度

立入調査時の指摘事項
⑤改善状況等の報告の有
無

⑦3ヵ年以上継続して改善
を求めている事項

1 フロントライン
キッズライン

https://kidsline.me/
R4.3.28 ― ― ―

2 心愛
キッズライン

https://kidsline.me/
R5.3.8 文書 改善中 ―

3 くじらんプラザ
キッズライン

https://kidsline.me/
R4.3.2 ― ― ―

4 ベビーシッターママリ
キッズライン

https://kidsline.me/
R4.3.2 ― ― ―

5 あきちゃんち
キッズライン

https://kidsline.me/
R4.3.28 ― ― ―

6 増渕　尚美
ポピンズシッターサービス
https://smartsitter.jp/

R5.6.15 文書 有 ―

7
クルールのベビーシッターおうち保育サービ
ス　はぐくる

― R6.3.25 ― ― ―

8 クラルテ・キッズ ― R6.3.25 ― ― ―

9 キズナシッターK
キズナシッター

https://sitter.kidsna.com/
R6.11.18 文書 有 ―

10 尾崎　絵美
キッズライン

https://kidsline.me/
R6.11.25 文書・口頭 有 ―

11
宇都宮訪問心理カウンセリングルーム
ははのて

― 無 令和７年度実施 改善中 ―

12 Halelea
キッズライン

https://kidsline.me/
R7.6.6 令和７年度実施 ― ―

③「証明書交付年月日」とは、国の「認可外保育施設指導監督基準」を満たしている施設に交付している証明書です。
④「立入調査時の指摘事項」とは、「認可外保育施設指導監督基準」に照らして改善を要する点があるもので、その内容により「文書による改善指導事項」と「口頭による
改善指導事項」に区分しております。
　また、文書による改善指導事項がある施設に対しては、期限を定めて改善状況等の報告を求めています。


